
 

 

。

） 

議

案

第

三

号 

 
 

 

港

区

常

勤

の

監

査

委

員

の

給

与

等

に

関

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

令

和

四

年

二

月

十

六

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

常

勤

の

監

査

委

員

の

給

与

等

に

関

す

る

条

例 

（

目

的

） 

第

一

条 

こ

の

条

例

は

、

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

百

九

十

六

条

第

五

項

及

び

第

二

百

四

条

の

規

定

に

基

づ

き

、

港

区

監

査

委

員

の

う

ち

常

勤

の

者

（

以

下

「

常

勤

の

監

査

委

員

」

と

い

う 

の

給

与

、

旅

費

及

び

勤

務

条

件

に

つ

い

て

定

め

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。 

（

給

与

） 

第

二

条 

常

勤

の

監

査

委

員

の

給

料

は

、

月

額

七

十

四

万

六

千

九

百

円

と

す

る

。 

２ 

常

勤

の

監

査

委

員

に

支

給

す

る

手

当

は

、

通

勤

手

当

、

期

末

手

当

及

び

退

職

手

当

と

す

る

。 

３ 

退

職

手

当

の

額

及

び

支

給

方

法

は

、

別

に

条

例

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。 

（

旅

費

） 



 

下

「 

第

三

条 

常

勤

の

監

査

委

員

が

公

務

に

よ

り

旅

行

す

る

と

き

は

、

順

路

に

よ

り

旅

費

を

支

給

す

る

。 
２ 
旅

費

の

種

類

は

、

鉄

道

賃

、

船

賃

、

航

空

賃

、

車

賃

、

日

当

、

宿

泊

料

、

食

卓

料

、

支

度

料

及

び

旅

行

雑

費

と

し

、

そ

の

額

は

、

港

区

長

等

の

給

料

等

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

二

年

港

区

条

例

第

九

号

。

以 
 

 

区

長

等

給

料

条

例

」

と

い

う

。

）

中

副

区

長

相

当

額

と

す

る

。 

（

支

給

方

法

等

） 

第

四

条 

給

料

及

び

旅

費

の

支

給

方

法

並

び

に

通

勤

手

当

及

び

期

末

手

当

の

額

、

支

給

条

件

、

支

給

方

法

そ

の

他

支

給

に

関

し

て

は

、

区

長

等

給

料

条

例

の

適

用

を

受

け

る

区

長

等

の

例

に

よ

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

期

末

手

当

の

額

の

算

定

に

係

る

区

長

等

給

料

条

例

第

五

条

第

二

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

別

表 

に

規

定

す

る

給

料

月

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

給

料

月

額

」

と

す

る

。 

（

勤

務

条

件

） 

第

五

条 

常

勤

の

監

査

委

員

の

勤

務

時

間

そ

の

他

の

勤

務

条

件

は

、

別

に

定

め

る

も

の

を

除

く

ほ

か

、

港

区

一

般

職

員

の

例

に

よ

る

。 

 
 

 

付 

則 

（

施

行

期

日

） 

１ 

こ

の

条

例

は

、

令

和

四

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

港

区

長

等

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

改

正

） 

２ 

港

区

長

等

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

三

年

港

区

条

例

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

（一） 



。 

正

す

る

。 

第

一

条

中

「

及

び

教

育

委

員

会

の

教

育

長

」

を

「

、

教

育

委

員

会

の

教

育

長

及

び

常

勤

の

監

査

委

員

」

に

改

め

る

。 

第

三

条

の

表

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

区 

長 
 

 
 

 

勤

続

期

間

一

年

に

つ

き 

百

分

の

四

百

四

十

九 

副

区

長 
 

 
 

 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 

百

分

の

三

百

五

十

九 

教

育

長 
 

 
 

 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 

百

分

の

二

百

六

十

九 

 
 

 

常

勤

の

監

査

委

員 
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

百

分

の

二

百

十

五 

（

説 

明

） 

 

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

の

規

定

に

基

づ

き

、

区

の

人

口

が

二

十

五

万

人

以

上

と

な

っ

た

こ

と

に

伴

い

設

置

す

る

常

勤

の

監

査

委

員

に

係

る

給

与

等

を

定

め

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す 


